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高齢期に住み替えや自宅のリフォームする理由は何ですか？ 

 

 

■高齢期の住みやすさや住まいの使いやすさを理由に住み替えや改善が増加 

高齢期になって、住み替えたり、自宅を改装したりする人が増えています。2018年の住生活総合調

査で見ると、最近５年以内に住み替えた高齢世帯1は全体の約７％で、2008 年に比べ 1.4 ポイント増

加しています。一方、住替えせず自宅をリフォームした世帯は約 34％で、これがなんと 10 年前の約

９％から、25ポイントの増加です。 

図表 1 最近 5年以内の住み替え・改善の状況（主な家計を支える者の年齢 65歳以上） 
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（資料）「住生活総合調査」（国土交通省） 

 

今後の意向について見てみましょう。今後、「できれば住み替えたい」と住替えを希望する世帯が約

10％、「できれば住み続けたい」と居住継続を希望する世帯が約 76％となっています。居住継続希望

世帯の中では、「リフォーム・建て替えいずれも考えていない」世帯が約 44％で最も多いのですが、

「リフォームを考えている」世帯が全体の約 12％、「リフォーム・建て替えどちらも考えている」世

 
1 ここでは、主な家計を支える者の年齢 65歳以上の世帯を、便宜的に高齢世帯とする。 
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帯が約 2％、「建て替えを考えている」世帯が約 1％で、全体の約 15％が自宅のリフォームなり建て替

えなりによって、住み続けることを希望しています。 

図表 2 今後の住み替え・改善意向（主な家計を支える者の年齢 65歳以上） 
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（資料）「平成 30年住生活総合調査」（国土交通省） 

 

以上のように、高齢世帯全体の 10％が住替えを希望し、15％がリフォームなり建て替えなり、自宅

の改善を希望していますが、その目的は何でしょうか？住替えの目的は、住み替え希望世帯全体の約

６割が、「高齢期の住みやすさ」と回答しています。次に、「使いやすさの向上」、「日常の買い物、医

療などの利便」の割合が高く、約３割が回答しています。 

図表 3 今後の住替えの目的（主な家計を支える者の年齢 65歳以上） 
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（資料）「平成 30年住生活総合調査」（国土交通省） 
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これに対し、自宅をリフォーム・建て替えして改善する目的は、「きれいにする（傷みを直す）」が

約 68％で最も割合が高く、次に高いのが、「高齢期の住みやすさ」の約 48％です。「使いやすさの向上」

も約 43％と高くなっています。 

やはり、住み替え希望世帯も改善希望世帯も、高齢期の住みやすさを目的にする世帯が多く、住み

替え希望層は、立地の利便性も含めて住みやすさを追求して住替えを希望するように読み取れます。

改善希望世帯は、何より傷みが目立ってきた住まいの修復に合わせて、高齢期の住みやすさを向上さ

せようと考えているようです。 

注目したいのが、「性能の向上（断熱性、省エネ性など）」がそれぞれ、約 24％、約 30％と割合が比

較的高い点です。国土交通省が定めた、「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドラ

イン」2においても、高齢期の健康で快適な暮らしを実現するために配慮すべき項目、８つのうち、温

熱環境が特に重要と考えられるとしています。住宅の断熱性能を高め、浴室とリビングや寝室などと

の温度差を無くすことで、ヒートショックを防止し、運動機能の維持、健康寿命の延伸への効果が期

待されています。 

近年住宅の断熱性能は非常に向上しており、既存住宅の改修においても新築同様に性能を高める技

術も開発されていることから、高齢層の関心も高まっているのでしょう。 

図表 4 今後の改善の目的（主な家計を支える者の年齢 65歳以上） 
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（資料）「平成 30年住生活総合調査」（国土交通省） 

 

 

住替えやリフォームにはどのくらいの資金が必要ですか？ 

 

 

■住み替え費用の平均は約2,900万円、リフォーム費用は平均230万円 

同じ調査で、最近５年間に持ち家に住み替えた高齢世帯の住み替えに要した費用の平均は、約 2,930

 
2 高齢期に備えた既存住宅の改修に関する配慮事項を示し、高齢期を迎える居住者、関連する専門家や事業者、地方公共団体な

どによる活用を促すことにより、高齢期の豊かな暮らしの実現に資することを目指して、2019 年 3 月に策定された。持ち家の戸建住

宅を主な対象にしている。 
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万円となっています3。また、国土交通省の住宅市場動向調査4によると、リフォームを実施した世帯

が、リフォームに要した資金の 2015～2019年の平均は、一戸建が 232万円、集合住宅が 170万円です。 

ただし、これはあくまで全体の平均値です。工事内容によって金額は大きく異なってきます。例え

ば、リフォーム工事業者の受注額平均でみると、高齢者･身体障害者対応は約 94万円ですが、耐震性

向上では、約 459万円となっています。高齢者対応も耐震化もと、工事内容が増えれば、当然ながら

それだけ増額になります。 

図表 5 住宅の主たる工事目的別平均受注高 

工事目的 受注 1件あたり平均受注高 

劣化や壊れた部位の更新･修繕 ¥496,000 

増床 ¥2,954,000 

省エネルギー対策 ¥928,000 

高齢者･身体障害者対応 ¥939,000 

防災･防犯･安全性向上 ¥884,000 

耐震性向上 ¥4,588,000 

（注）千円未満四捨五入している。 

（資料）「2019年度建築物リフォーム・リニューアル調査」（国土交通省）建設業許可業者 5,000者に対する調査 

 

このようにリフォームや建て替え、住替えを実施するには資金が必要です。住替えの場合、自宅を

売却することでその資金の多くを得られることが期待できます。しかし、住み慣れた住まいで住み続

けようとする場合、その資金をどのように調達するか課題になります。 

 

 

高齢期の住み替えや住まいの改善にどのような金融商品を利用できますか？ 

 

 

■高齢期に対応したリバースモーゲージ型住宅ローンやリースバックといった新たな金融商品が選択肢に 

高齢期の住まいに対するニーズの広まりを受けて、金融商品も多様化してきました。ここでは、高

齢世帯の住替えやリフォーム資金に利用できる、比較的新しい住宅金融商品を紹介します。 

＜住宅融資保険付きリバースモーゲージ型住宅ローン＞ 

リバースモーゲージローンは、自宅を担保に金融機関から生活資金などを借り入れるものです。契

約満期に一括返済が必要で、契約者が死亡した場合、相続人が返済するか、担保とした住宅を売却し

て返済します。かつては自治体や社会福祉協議会が福祉目的で導入していましたが、現在では、取り

扱う金融機関も増えて、一般的に利用されるようになりました。リフォームなどの資金にも利用でき

ます。 

しかし、ここで紹介するのは、住宅金融支援機構の住宅融資保険付きリバースモーゲージ型住宅ロー

ン「リ・バース 60」という仕組みを利用した商品です。60歳以上の人が、自宅を担保に資金を借り入

 
3 家計を主に支える者の年齢 65～74歳が約 2,616万円、同 75歳以上が 3,243万円の単純平均。いずれも費用 0円を除く。 
4 リフォーム住宅に関する結果。実際に増築、改築、模様替えなどの工事を実施した世帯を対象に実施したアンケート結果 

Q3. 
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れ、毎月の支払いは利息のみで、契約者の死亡時に一括返済という点は、従来のリバースモーゲージ

とほぼ同様です。異なるのは、借入資金の使途が住宅関連に限定され、生活資金としては利用できな

い点です。 

住宅関連のみといっても、住宅の建設・購入、リフォーム、サービス付き高齢者住宅への入居一時

金、住宅ローンの借り換えといった使途に対応しており、多様な住生活ニーズに応える内容になって

います。本人ではなく、子世帯が住宅を購入する際の資金にも活用できます。 

さらに、ノンリコース型を選べる点も大きな特徴です。リバースモーゲージローンは、住宅を売却

しても返済額に満たない場合、相続人が残債を返済しなければならないリコース型の商品が一般的で

す。しかし、ノンリコース型を選べば、その必要がありません。死亡後、子に迷惑をかけたくないと

いう人にとってはありがたい選択肢になります。ただし、金利は取り扱う金融機関によって異なりま

すが、ノンリコース型の金利の方が高くなる場合があります。 

住宅融資保険とは、金融機関と住宅金融支援機構が住宅融資保険契約を交わすことで、住宅ローン

の返済が滞った場合に、住宅金融支援機構が金融機関に保険金を支払う仕組みです。これにより取り

扱う金融機関を増やし、人生 100年時代を住宅政策から支えようとしているのです。 

2020 年７～９月期の取扱金融機関は 68 機関で、付保申請戸数は 254 件に上っており、年々増加し

ています。 

図表 6 リ・バース 60利用実績推移 
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（資料）「リ・バース 60の利用実績等について」（住宅金融支援機構）を基に筆者作成 

 

＜リースバック＞ 

高齢期に何らかの事情でまとまった資金が必要になり、自宅を売却して資金を捻出したいが、住み

替えたくはないという場合に利用できるのが「リースバック」（賃貸借契約付き売却）という金融商品

です。リースバックは、自宅を売却して、売却後は売却先と賃貸借契約し、賃貸住宅として家賃を支

払いながら自宅に住み続けるという仕組みです。 

自宅に住み続けながら資金を得られる点で、リバースモーゲージローンと似ていますが、借り入れ

ではなく、売却した代金で高齢期に必要な資金を得る点がまったく異なります。 
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リースバックは主に、リースバックを取り扱う不動産会社が物件を買い取るか、売主と買主である

投資家を仲介する形で行います。売主がリースバックを申し込むと、不動産会社は住宅の売買価格を

査定し、買い取り価格とその後の家賃を提示します。条件が合えば契約を行い、代金が一括で支払わ

れます。 

賃貸住宅の場合、一般的な賃貸借契約では、入居者がリフォームをしたとしても退去時に原状回復

しなければなりません。しかし、リースバックの場合、通常、賃貸借契約の中でリフォーム工事につ

いて詳細な取り決めを定めて貸主と借主双方が合意することで、原状回復を義務とせず、居住者がリ

フォームできるようにしています。 

中には、買い取った不動産会社が、リフォームした上で貸す形態のリースバックもあります。リ

フォーム費用は不動産会社が負担するため、そのための手持ち資金はいりません。その代わり、家賃

にその費用分が上乗せされます。 

なお、通常、賃貸として住み続けている間は、買い戻す権利が付与されることから、買い戻して再

び所有することが可能です。 

注意しなければならないのは、当然ですが賃貸住宅として家賃を毎月支払う必要がある点です。自

宅のローンが残っていた場合、月々の返済額より家賃が高くなったり、ローンが無くても、年金収入

を圧迫するような家賃だったりしては、安心して住み続けることができません。 

また、賃貸借の契約形態や契約期間も重要です。リースバックを利用するのは、自宅に住み続けた

いという動機が強いと思います。したがって契約期間はより長く、期間が終了しても希望に応じて更

新できるようにしておく必要があります。 

住宅の立地状況などで思ったほど売却価格が低いといったことも考えられます。売却価格でローン

が完済できない場合は、リースバックを利用することも困難になります。 

このように、持ち家を所有するどのような高齢層でも利用できる金融商品とは言いがたい点もある

ので、ご自身の希望に照らして慎重に検討した方がよいと思います。 

 

以上、高齢期の住み替えや住まいの改善に対するニーズの高まりと、それに対応した住宅金融商品

を紹介してきました。住まいは居住者の日常生活を支え、健康の維持に大きく影響を与えるものです。

健康を害すことなく、日々快適に過ごすことができるよう、高齢層の住み替えや改善のニーズは今後

も高まっていくことが予想されます。それに応じて、さらに高齢層にメリットのある金融商品の登場

も期待できます。 

その中で、ご自身がどのような高齢期を過ごすのか、希望するライフスタイルに応じて、最適な金

融商品を選択することが重要になるでしょう。 


